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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 審議会等委員名簿 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

総務部行政経営課 

個人情報ファイルの利用目的 
審議会等の委員の任用にあたって、複数の審議会等に重

複して就任している委員を把握する必要があるため。 

記録項目 

審議会等名称、部局、所管課所、現任期の始期、現任期の終

期、氏名、氏名のフリガナ、職業・役職、委員在任年数、県

職員に該当するかどうか、性別、公募委員に該当するかど

うか 

記録範囲 審議会等委員 

記録情報の収集方法 審議会等の状況調査 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 同一実施機関内及び他の実施機関 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県総務部行政経営課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名称）秋田県総務部行政経営課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 栄典既受章者台帳 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

総務部秘書課 

個人情報ファイルの利用目的 国家、公共の発展のため貢献した者を顕彰するため 

記録項目 
１発令日、２区分、３氏名、４年齢、５住所、６役職、 

７功労・功績、８推薦省庁名、９勲等・種類 

記録範囲 秘書課からの推薦による栄典受賞者 

記録情報の収集方法 
他の実施機関への推薦者の照会 

他の地方公共団体、法人その他の団体からの推薦調書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

思想・信条、犯罪歴、病歴 を含む 

記録情報の経常的提供先 推薦省庁 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県総務部秘書課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 
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行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当  

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考  
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称  県税クラウドサービスデータベースファイル 

行政機関等の名称  秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

総務部税務課、総合県税事務所 

個人情報ファイルの利用目的  県税の賦課徴収のために利用する。 

記録項目  別紙のとおり 

記録範囲  県税の納税義務者、特別徴収義務者 

記録情報の収集方法  県税の納税義務者等から提出された申告、届出、税務調査

及び他機関からの情報収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先  株式会社ＮＴＴデータ（サービスプロバイダ） 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地（名称） 

（名称） 秋田県総務部広報広聴課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法律又はこれに基づく命令の規

定による特別の手続等 

 － 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第 2 項第 1 号 

  （電算処理ファイル） 
□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当する 

ファイル 

    ☑有  □無 

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 

（名称） 秋田県総務部税務課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概要  － 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

 － 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間 

 － 

記録情報に条例要配慮個人情報

が含まれているときはその旨 
含まない 

備考  － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
令和５年度災害り災者見舞金支給ファイル（秋田地域振興

局分） 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

総務部総合防災課 

秋田地域振興局総務企画部地域企画課 

個人情報ファイルの利用目的 
令和５年度大雨災害における秋田地域振興局管内の秋田県

災害り災者見舞金対象者の支給状況の管理に利用する。 

記録項目 

１氏名、２住所、３交付年月日、４交付者名、５被災の程度、

６見舞金額、７振込先口座、８収受年月日、９支出負担行為

伺年月日、１０支出負担行為番号、１１支出命令年月日 

記録範囲 
令和５年度大雨災害における秋田地域振興局管内の災害り

災者見舞金対象者  

記録情報の収集方法 市町村からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称） 

１．総務部総合防災課 

２．秋田地域振興局総務企画部地域企画課 

（所在地） 

１．〒010-8572 秋田県秋田市山王三丁目1番1号 

２．〒010-0951 秋田県秋田市山王四丁目1番2号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 



7 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

秋田県総務部総合防災課 

〒010-8572 秋田県秋田市山王三丁目1番1号 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 被災者生活再建支援金申請者一覧ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

総務部総合防災課 

個人情報ファイルの利用目的 
令和５年梅雨前線による大雨災害に係る被災者生活再建支

援金申請者の申請・支給状況の管理に利用する。 

記録項目 

１申請者氏名、２世帯主氏名、３世帯員の構成が複数か単

数か、４住所、５被災状況、６申請額、７添付書類、８申請

年月日、９市町村送付年月日、１０県受付年月日、１１県送

付年月日、１２支援金支給日、１３支給番号 

記録範囲 
令和５年梅雨前線による大雨災害に係る被災者生活再建支

援金の申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 公益財団法人都道府県センター 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）総務部総合防災課 

（所在地）〒010-8572 秋田県秋田市山王三丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

秋田県総務部総合防災課 

〒010-8572 秋田県秋田市山王三丁目1番1号 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

― 

備   考 ― 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 防災士認証登録者名簿 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

総務部総合防災課 

個人情報ファイルの利用目的 

県内防災士の「実態調査」及び「資格取得後の活動状況調

査」を行い、その結果を市町村に共有することで、市町村に

よる活用の幅と防災士の活動機会拡大を図る目的で利用す

る。 

記録項目 
１ 氏名（ふりがな含む。）、２ 生年月日、３ 性別、４ 

住所（郵便番号含む。）、５ 電話番号 

記録範囲 
認定特定営利活動法人 日本防災士機構が秋田県に住所を

有すると認める防災士資格取得者 

記録情報の収集方法 認定特定営利活動法人 日本防災士機構からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 

各市町村防災担当課、特定非営利活動法人 秋田県防災士

会 

※令和７年度に実施予定の実態調査において、情報提供に

同意する回答をした範囲に限る。 

開示請求等を受理する組織の （名 称）総務部総合防災課 
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名称及び所在地 
（所在地）〒010-8572 秋田県秋田市山王三丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

秋田県総務部総合防災課 

〒010-8572 秋田県秋田市山王三丁目1番1号 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 危険物取扱者及び消防設備士試験の受験申請者ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

総務部総合防災課消防保安室 

個人情報ファイルの利用目的 資格試験を実施するための受験者情報として利用する。 

記録項目 

１ 氏名、２ 本籍、３ 住所、４ 生年月日、５ 電話番号、

６ 勤務先、７ 顔写真、８ 取得している免状の種類・交付

日・交付番号・交付知事 

記録範囲 受験願書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人の申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 一般社団法人 秋田県消防設備協会 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県総務部総合防災課消防保安室 

（所在地）〒010-8572 秋田県秋田市山王３－１－１ 
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訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

- 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

- 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

- 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

- 

備   考 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 危険物の取扱作業の保安に関する講習受講者ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

総務部総合防災課消防保安室 

個人情報ファイルの利用目的 
危険物取扱者に対し、知事が行う危険物の取扱作業の保安

に関する講習の受講に係る事務のために利用する。 

記録項目 

１Ｎｏ、２講習種別、３講習年月日、４カナ氏名、５漢字氏

名、６生年月日、７免状（種別、交付日、交付番号、交付知

事） 

記録範囲 
危険物の取扱作業の保安に関する講習受講申請書を提出し

た者 

記録情報の収集方法 本人からの提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 一般財団法人消防試験研究センター 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県総務部総合防災課消防保安室 

（所在地）〒010-8572 秋田県秋田市山王３－１－１ 
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訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）秋田県総務部総合防災課消防保安室 

（所在地）〒010-8572 秋田県秋田市山王３－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
危険物取扱者及び消防設備士免状の交付、書換及び再交付

申請者ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

総務部総合防災課消防保安室 

個人情報ファイルの利用目的 
試験合格者に免状を交付し、また、免状の書換及び再交付

申請の審査に利用する。 

記録項目 

１ 氏名、２ 本籍、３ 住所、４ 生年月日、５ 電話番号、

６ 勤務先、７ 顔写真、８ 試験日・受験番号、９ 免状の種

類・交付日・交付番号・交付知事 

記録範囲 申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人の申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県総務部総合防災課消防保安室 

（所在地）〒010-8572 秋田県秋田市山王３－１－１ 
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訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）秋田県総務部総合防災課消防保安室 

（所在地）〒010-8572 秋田県秋田市山王３－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 都道府県知事保存本人確認情報ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

企画振興部市町村課 

個人情報ファイルの利用目的 住民基本台帳法の規定に基づく事務における本人確認等のため。 

記録項目 
1氏名、2住所、3生年月日、4性別、5個人番号、 

6住民票コード、7前記事項の変更情報 

記録範囲 県内市町村において住民基本台帳に登録されている者 

記録情報の収集方法 
県内市町村並びに地方公共団体情報システム機構からの専

用回線を通じての収集 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 地方公共団体情報システム機構・秋田県教育委員会 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県企画振興部市町村課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

住民基本台帳法第30条の35に基づく自己の本人確認情報の

訂正、追加又は削除の申出 
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個人情報ファイルの種別 

法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

― 

備   考 ― 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 都道府県知事保存附票本人確認情報ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

企画振興部市町村課 

個人情報ファイルの利用目的 住民基本台帳法の規定に基づく事務における本人確認等のため。 

記録項目 
1氏名、2住所、3生年月日、4性別、5住民票コード、 

6前記事項の変更情報 

記録範囲 県内市町村において戸籍の附票に登録されている者 

記録情報の収集方法 
県内市町村並びに地方公共団体情報システム機構からの専

用回線を通じての収集 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 地方公共団体情報システム機構・秋田県教育委員会 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県企画振興部市町村課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

住民基本台帳法第30条の44の13において読み替えて準用す

る同法第30条の35に基づく自己の附票本人確認情報の訂

正、追加又は削除の申出 
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個人情報ファイルの種別 

法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

― 

備   考 ― 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称  統計調査員確保対策事務ファイル 

行政機関等の名称  秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

 企画振興部調査統計課 

個人情報ファイルの利用目的 
 統計調査員確保対策事業における研修の開催案内及び統

計調査員通信の送付のために利用する。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４本人名義口座番号 

記録範囲  統計調査員に選任を希望する者 

記録情報の収集方法  本人の申告、市町村からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

 含まない 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名称） 秋田県企画振興部調査統計課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名称） 秋田県企画振興部調査統計課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

 － 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

 － 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 － 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 － 

備   考  － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称  統計調査員登録事務ファイル 

行政機関等の名称  秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

 企画振興部調査統計課 

個人情報ファイルの利用目的 

 統計調査員について、住所等基本情報から調査従事実

績、受賞実績など、トータルに管理することにより、調査

員管理事務の効率化を図る。 

記録項目 

１氏名、２住所、３識別番号、４年齢・生年月日、５電話

番号、６性別、７本人名義口座番号、８職業・職歴、９賞罰、

１０調査従事実績 

記録範囲  統計調査員に登録された者 

記録情報の収集方法  本人の申告、市町村からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

 含まない 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名称） 秋田県企画振興部調査統計課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名称） 秋田県企画振興部調査統計課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

 － 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

 － 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 － 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 － 

備   考  － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 秋田県ＳＤＧｓパートナー登録者一覧ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

あきた未来創造部あきた未来戦略課 

個人情報ファイルの利用目的 
秋田県ＳＤＧｓパートナー登録者管理のために利用す

る。 

記録項目 

番号、登録時期別番号、郵便番号、企業名等、代表者職、

代表者氏名、区分、業種、従業員数、ウェブサイトＵＲＬ、

連絡先担当者氏名、電話番号、メールアドレス、登録時期、

登録年月日、登録更新年月日、登録有効期限、３側面、関連

する主なＳＤＧｓゴール 

記録範囲 

秋田県ＳＤＧｓパートナー登録制度実施要綱第３条第２

項により、秋田県知事に登録を申請した者、第５条第３項

により、秋田県知事に登録の更新を申請した者、第６条に

より、秋田県知事に登録の変更を届け出た者 

記録情報の収集方法 本人の申請または届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称） 秋田県あきた未来創造部あきた未来戦略課 

（所在地） 〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 
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行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 ― 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

 ― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

 ― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

 ― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 ― 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考  ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 合同就職説明会等参加者名簿 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

あきた未来創造部移住・定住促進課 

個人情報ファイルの利用目的 
秋田県合同就職説明会等就活イベントの開催にあたり、学

生の参加傾向等の分析のために利用する。 

記録項目 

１生年月日、２年齢、３現住所、４帰省先住所(ある場合）、

５電話番号(携帯電話含む）、６メールアドレス、６学校の

種類と学校名、７学校所在県、８学部学科等(文理の別を含

む）、９卒業(予定）年月 

記録範囲 
秋田県が主催する合同就職説明会等の就活イベントに参加

した学生、既卒者 

記録情報の収集方法 本人からの参加申込 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県あきた未来創造部移住・定住促進課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 
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行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）秋田県あきた未来創造部移住・定住促進課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

 － 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

 － 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 － 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 － 

備   考  － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 秋田県移住定住登録者ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

あきた未来創造部 移住・定住促進課 

個人情報ファイルの利用目的 
本県への移住を希望する者に対する相談対応業務に使用す

る。 

記録項目 

1 氏名、2 認識番号、3 住所、4 年齢・生年月日、5 電

話番号、6 性別、7 メールアドレス、8 家族状況、9

相談内容 

記録範囲 秋田県移住定住登録制度に登録した者 

記録情報の収集方法 本人の申告（登録） 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
本人からの同意があった移住や就職に係る支援を行う県内

市町村や団体 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称）秋田県あきた未来創造部移住・定住促進課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王 4-1-1 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第 2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第 60条第 2 項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第 7項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 



31 

 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概

要 
－ 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 秋田県奨学金返還助成金助成対象者認定・交付業務 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

あきた未来創造部移住・定住促進課 

個人情報ファイルの利用目的 奨学金返還助成認定・交付に係る業務に利用する。 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４電話番号、５住所、

６振込先金融機関・支店・預金種別・口座番号、７

貸与を受けている奨学金に係る情報一式、８勤務先

名称、９就職年月日、１０卒業証書の写し 

記録範囲 

秋田県奨学金返還助成金交付要綱（令和７年４月１日施行）

第７条第２項（認定申請）及び第１０条第２項（交付申請）

の規定により、秋田県知事に申請した者 

記録情報の収集方法 本人の申請 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 奨学金助成制度を運営する県内市町村 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称）秋田県あきた未来創造部移住・定住促進課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－

１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第 2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第 60条第 2 項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第 7項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 



33 

 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

（名 称）秋田県あきた未来創造部移住・定住促進課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概

要 
－ 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
秋田県就活情報サイト「こっちゃけ！」学生ユーザーファ

イル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

あきた未来創造部移住・定住促進課 

個人情報ファイルの利用目的 

県内の就活情報に加え、県内業界や先輩社会人、秋田の旬

な情報などをメールマガジン等で情報提供するために利用

する。 

記録項目 

１メールアドレス、２携帯電話番号、３登録区分（高校生、

短大・専門学生、大学(院)生）、既卒、保護者(一般))、４

性別、５大学等卒業（予定）年月、６出身（在席）高校、７

出身市町村、８大学等進学エリア、９奨学金貸与（予定）の

有無、１０関心がある業種、１１情報提供メール希望の有

無、１２生年月 

記録範囲 県就活情報サイトに会員登録を行った学生、保護者 

記録情報の収集方法 本人の会員登録 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称）秋田県あきた未来創造部移住・定住促進課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

 － 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第 2 項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第 60条第 2 項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第 7項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

該当 



35 

 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

（名 称）秋田県あきた未来創造部移住・定住促進課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概

要 
 － 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

 － 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

 － 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

 － 

備   考  － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 旧陸軍人事関係資料 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部福祉政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
兵籍簿、留守名簿等を軍歴照会、軍歴調査及び軍歴証明事

務に利用するため 

記録項目 

1氏名、2生年月日、3死亡年月日、4本籍地、5現住所、6役種、

7兵種、8出身別、9所属部隊、10特有の技能、11適任証書、12

位階、13履歴、14賞罰、15官等級、16傷病名、17留守担当者の

住所、氏名、続柄 

記録範囲 旧軍人、軍属（陸軍） 

記録情報の収集方法 本人、他の官公署からの引き継ぎ文書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）健康福祉部福祉政策課 

（所在地）〒010-0870 秋田市山王４丁目１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 戦没者等の妻に対する特別給付金請求等ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部福祉政策課 

個人情報ファイルの利用目的 上記給付金請求者の情報を管理するため 

記録項目 

1戦没者の本籍県、2氏名、3生年月日、4死亡年月日、5請求

者の氏名、6生年月日、7続柄、8住所、9電話番号、10郵便局

名、11受給歴、12給付金額、13受給する扶助料等の種別 

記録範囲 戦没者、給付金請求者 

記録情報の収集方法 給付金請求者からの請求書類 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）健康福祉部福祉政策課 

（所在地）〒010-0870 秋田市山王４丁目１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 



39 

 

個人情報ファイルの種別 

法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）健康福祉部福祉政策課 

（所在地）〒010-0870 秋田市山王４丁目１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求等ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部福祉政策課 

個人情報ファイルの利用目的 上記給付金請求者の情報を管理するため 

記録項目 

1戦傷病者の本籍県、2氏名、3生年月日、4受給する恩給等の

種別、5請求者の氏名、6生年月日、7続柄、8住所、9電話番

号、10郵便局名、11受給歴、12給付金額 

記録範囲 戦傷病者、給付金請求者 

記録情報の収集方法 給付金請求者からの請求書類 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）健康福祉部福祉政策課 

（所在地）〒010-0870 秋田市山王４丁目１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 



41 

 

個人情報ファイルの種別 

法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）健康福祉部福祉政策課 

（所在地）〒010-0870 秋田市山王４丁目１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 引揚者給付金請求関係事務ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部福祉政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
引揚者給付金等の請求に係る事務手続きの管理、保管のた

め 

記録項目 

1引揚者氏名、2生年月日、3終戦前の住所、4外地における履

歴、5家族の氏名、6続柄、7請求者の氏名、8居住地、9続柄、

10金融機関名 

記録範囲 引揚者、給付金等請求者 

記録情報の収集方法 引揚者本人の申し立て、請求者からの申請等 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）健康福祉部福祉政策課 

（所在地）〒010-0870 秋田市山王４丁目１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 



43 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）健康福祉部福祉政策課 

（所在地）〒010-0870 秋田市山王４丁目１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 恩給等請求関係書類 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部福祉政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
各種恩給、扶助料の申請手続きに係る事務書類を管理、保

管するため 

記録項目 

1旧軍人軍属の氏名、2生年月日、3本籍、4現住所、5官等級、

6履歴、7傷病の程度、8請求者の氏名、9続柄、10住所、11電

話番号 

記録範囲 旧軍人軍属、請求者 

記録情報の収集方法 本人からの申告、請求者からの申請等 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）健康福祉部福祉政策課 

（所在地）〒010-0870 秋田市山王４丁目１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 



45 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）健康福祉部福祉政策課 

（所在地）〒010-0870 秋田市山王４丁目１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 軍歴証明処理簿 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部福祉政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
軍歴証明を行った事務記録を保管し、叙位叙勲事務等に使

用するため 

記録項目 
1対象者の氏名、2生年月日、3旧本籍地、4兵種、5役種、6階

級、7部隊行動履歴、8申請者の氏名、9住所、10続柄 

記録範囲 旧軍人、軍属、軍歴証明申請者 

記録情報の収集方法 申請者からの情報提供、他の官公署からの引き継ぎ文書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）健康福祉部福祉政策課 

（所在地）〒010-0870 秋田市山王４丁目１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 



47 

 

個人情報ファイルの種別 

法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）健康福祉部福祉政策課 

（所在地）〒010-0870 秋田市山王４丁目１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 開拓団資料 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部福祉政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
満蒙開拓団、満蒙開拓青少年義勇軍の資料を保管し、引揚

者給付金等の援護施策に対応するため 

記録項目 

1開拓団世帯の氏名、2年齢、3家族構成、4本籍地、5住所、

6履歴、7軍属の兵種、8役種、9官等級、10収容所地名、11留

守担当者の氏名、続柄、住所 

記録範囲 開拓団対象者 

記録情報の収集方法 対象者の申し立て、他官公署からの引き継ぎ文書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）健康福祉部福祉政策課 

（所在地）〒010-0870 秋田市山王４丁目１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 



49 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 身上申告書 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部福祉政策課 

個人情報ファイルの利用目的 軍人軍属の行動履歴の確認のため 

記録項目 

1氏名、2生年月日、3本籍地、4兵種、5役種、6所属部隊、7

昭和18年以降の行動履歴、8傷病名、9入院年月日、10収容所

名、11留守担当者の氏名、12住所、13続柄、14住所 

記録範囲 軍人軍属 

記録情報の収集方法 他の官公署からの引き継ぎ文書（本人申告の資料） 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）健康福祉部福祉政策課 

（所在地）〒010-0870 秋田市山王４丁目１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 



51 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求等ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部福祉政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
上記弔慰金請求者の情報を管理し、支給の可否について審

査するため 

記録項目 

1戦没者の本籍県、2氏名、3生年月日、4死亡年月日、5請求

者の氏名、6生年月日、7続柄、8住所、9電話番号、10郵便局

名、11受給歴、12親族関係 

記録範囲 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求者 

記録情報の収集方法 弔慰金請求者からの請求書類 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）健康福祉部福祉政策課 

（所在地）〒010-0870 秋田市山王４丁目１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 



53 

 

個人情報ファイルの種別 

法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）健康福祉部福祉政策課 

（所在地）〒010-0870 秋田市山王４丁目１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 民生委員・児童委員の委嘱事務 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

民生委員・児童委員の推薦名簿、個人調書、解嘱具申書を進

達する各地域振興局福祉環境部と地域・家庭福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

民生委員・児童委員の委嘱に係る推薦等（民生委員法） 

委員として適任であるかの審査基準として個人情報を取り

扱う必要がある。 

記録項目 

1 氏名 

2 住所 

3 年齢･生年月日 

4 性別 

5 家族状況 

6 職業･職歴 

7 資格 

8 成績･評価 

記録範囲 委嘱される者 

記録情報の収集方法 民生委員・児童委員候補者個人調書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県健康福祉部地域・家庭福祉課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 



55 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 児童相談業務 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部地域・家庭福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

児童に関する各般の問題について、家庭その他からの相

談に応じ、個々の児童や家庭に最も効果的な処遇（指導、措

置、一時保護等）を行い、児童の福祉を図るととともに、そ

の権利を保護する。 

記録項目 

１氏名、２識別番号、３本籍・国籍、４住所、５年齢・生年

月日、６電話番号、７性別、８家族状況、９婚姻歴、１０職

業・職歴、１１収入、１２納税状況、１３公的扶助、１４相

談内容、１４障害の程度、１５学歴・学業 

記録範囲 本人、保護者 

記録情報の収集方法 面接により、童記録票、ケースファイルを作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 ー 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県健康福祉部地域・家庭福祉課 

（所在地）〒010－8570秋田県秋田市山王4－1－1 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

ー 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ■有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 



57 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

ー 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

ー 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

ー 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

ー 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

ー 

備   考 ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 児童自立支援業務 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部地域・家庭福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環

境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を

入所させ、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、

その自立を支援する。 

記録項目 

１氏名、２本籍・国籍、３住所、４年齢・生年月日、５電話

番号、６性別、７障害の程度、８健康診断等の結果、９少年

保護事件の手続きが行われたこと、１０心身の状況、１１

家族状況、１２職業・職歴、１３学歴・学業、１４意見・要

望、１５相談内容 

記録範囲 本人、保護者 

記録情報の収集方法 面接により、在園児童状況、ケースファイルを作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 ー 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県健康福祉部地域・家庭福祉課 

（所在地）〒010－8570秋田県秋田市山王4－1－1 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

ー 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ■有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 



59 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

ー 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

ー 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

ー 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

ー 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

ー 

備   考 ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 特別児童扶養手当 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部地域・家庭福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

障害児の福祉の増進を図ること及び在宅障害児の介護料的

なものとして手当を支給する。（特別児童扶養手当等の支

給に関する法律） 

記録項目 

１氏名、２識別番号、３本籍・国籍、４住所、５年齢・生年

月日、６電話番号、７性別、８家族状況、９婚姻歴、１０職

業・職歴、１１収入、１２納税状況、１３公的扶助、１４相

談内容、１５障害の程度 １６学歴・学業 

記録範囲 特別児童扶養手当の認定請求をした者 

記録情報の収集方法 特別児童扶養手当認定請求書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 ー 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県健康福祉部地域・家庭福祉課 

（所在地）〒010－8570秋田県秋田市山王4－1－1 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

ー 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ■有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 



61 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

ー 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

ー 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

ー 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

ー 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

ー 

備   考 ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 生活保護法による医療機関等の指定ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部地域・家庭福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
生活保護法による医療扶助のための医療を担当させる機関

を指定するために利用する。（生活保護法第４９条） 

記録項目 

１.種別、２.指定番号、３.医療機関コード、４.指定医療機

関名称、５.所在地、６.診療科名、７.開設者氏名（名称）、

８.開設者住所（所在地）、９.管理者氏名、１０.管理者住

所、１１.管理者生年月日、１２.指定年月日、１３.指定有

効期間 

記録範囲 生活保護法による指定医療機関等の開設（代表）者、管理者 

記録情報の収集方法 本人の申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 社会保険診療報酬支払基金 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県健康福祉部地域・家庭福祉課 

（所在地）〒010－8570秋田県秋田市山王4－1－1 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 



63 

 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ■有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）秋田県健康福祉部地域・家庭福祉課 

（所在地）〒010－8570秋田県秋田市山王4－1－1 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－  

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 生活保護法による介護機関の指定ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部地域・家庭福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
生活保護法による介護扶助のための介護を担当させる機関

を指定するために利用する。（生活保護法第５４条の２） 

記録項目 

１.種別、２.指定番号、３.介護機関コード、４.指定介護機

関名称、５.所在地、６.サービスの種類、７.開設者氏名（名

称）、８.開設者住所（所在地）、９.指定年月日、１０.指

定有効期間 

記録範囲 生活保護法による指定介護機関等の開設者、管理者 

記録情報の収集方法 本人の申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県健康福祉部地域・家庭福祉課 

（所在地）〒010－8570秋田県秋田市山王4－1－1 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ■有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）秋田県健康福祉部地域・家庭福祉課 

（所在地）〒010－8570秋田県秋田市山王4－1－1 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 児童扶養手当 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部地域・家庭福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

父又は母と生計を同じくしていない児童について児童扶養

手当を支給し、児童の福祉の増進を図る。（児童扶養手当

法） 

記録項目 

１氏名、２識別番号、３本籍・国籍、４住所、５年齢・生年

月日、６電話番号、７性別、８家族状況、９婚姻歴、１０職

業・職歴、１１収入、１２納税状況、１３公的扶助、１４相

談内容、１５障害の程度 １６学歴・学業 

記録範囲 児童扶養手当の認定請求をした者 

記録情報の収集方法 児童扶養手当認定請求書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 ー 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県健康福祉部地域・家庭福祉課 

（所在地）〒010－8570秋田県秋田市山王4－1－1 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

ー 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ■有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 
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行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

ー 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

ー 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

ー 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

ー 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

ー 

備   考 ー 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 介護保険事業者及び介護支援専門員管理システム 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部長寿社会課 

個人情報ファイルの利用目的 
介護支援専門員の籍簿情報の管理に係る事務のために利用

する。 

記録項目 

１登録番号、２名簿管理都道府県、３氏名、４現住所、５生

年月日、６介護支援専門員証交付年月日、７介護支援専門

員登録年月日、８介護支援専門員証有効期間満了日、９主

任介護支援専門員資格の有無、１０更新回数、１１備考、１

２就労情報、１３研修履歴 

記録範囲 介護支援専門員 

記録情報の収集方法 本人からの申請書類の提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 特定非営利活動法人秋田県介護支援専門員協会 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名称） 秋田県健康福祉部長寿社会課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1番1号 
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訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名称）秋田県健康福祉部長寿社会課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 喀痰吸引等業務従事者名簿 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部長寿社会課 

個人情報ファイルの利用目的 喀痰吸引等業務従事者の記録、管理及び認定証の発行事務 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３本籍地、４研修修了年月日、５特定

行為種別、６申請書受理日、７登録年月日、８登録番号、９

変更年月日、１０変更内容、１１従事者の住所、１２勤務先

事業所名（研修機関）、１３受講開始年度、１４経過措置の

有無、１５初回実地修了年度 

記録範囲 喀痰吸引等業務従事者 

記録情報の収集方法 社会福祉法人秋田県社会福祉協議会からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 社会福祉法人秋田県社会福祉協議会 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県健康福祉部長寿社会課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1番1号 



71 

 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 介護認定調査員研修受講者名簿 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部長寿社会課 

個人情報ファイルの利用目的 
介護認定調査員研修受講者の記録、管理及び修了証明書の

発行事務 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４所属事業所名または所属保

険者名、５受講資格、６（介護支援専門員の場合）介護支援

専門員証の登録番号、７（介護支援専門員の場合）介護支援

専門員証の有効期限、８電話番号、９FAX番号、１０メール

アドレス、１１修了証明書送付先住所、１２受講年度、１３

受講歴 

記録範囲 介護認定調査員研修を受講した者 

記録情報の収集方法 保険者からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 特定非営利活動法人秋田県介護支援専門員協会 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県健康福祉部長寿社会課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1番1号 
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訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
身体障害者福祉法第１５条第１項に規定する指定医師台帳 

ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

身体障害者福祉法第１５条第１項に規定する指定医師の台

帳を作成し、身体障害者手帳交付事務の円滑な運営のため

に利用する。 

記録項目 
1氏名、2指定番号、3所属医療機関名・住所、4診療科、5担

当する障害区分、6指定年月日 

記録範囲 指定医師の指定を受けた者 

記録情報の収集方法 本人の申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県健康福祉部障害福祉課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ■有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 



75 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）秋田県健康福祉部障害福祉課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 身体障害者手帳交付者台帳ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

秋田県子ども・女性・障害者相談センター（福祉相談・連

携推進部）  

個人情報ファイルの利用目的 

身体障害者手帳交付申請受付、交付情報の管理及び発行、

障害福祉関連統計の集計、マイナンバー制度の情報連携の

ために利用する。 

記録項目 

1 氏名、2生年月日、3 住所、4 個人番号、5管轄市町村、6
手帳発行者、7 手帳番号、8 手帳交付日、9 種別（旅客鉄道
株式会社旅客運賃減額の区分）、10 障害等級、11 障害名、
12 再認定の時期、13 再交付年月日、14 返還年月日、15 保
護者氏名、16保護者生年月日、17続柄、18保護者住所 

記録範囲 
身体障害者手帳の交付を受けた者及びその保護者、身体障

害者手帳交付申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人（保護者）からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県子ども・女性・障害者相談センター 

（所在地）〒010-0864 秋田県秋田市手形住吉町３－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ■有 □無 
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行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）秋田県子ども・女性・障害者相談センター 

（所在地）〒010-0864 秋田県秋田市手形住吉町３－６ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 自立支援医療（精神通院医療）受給者台帳ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

子ども・女性・障害者相談センター（精神保健福祉部）、 

各保健所、障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

自立支援医療（精神通院医療）受給者情報の管理及び受給

者証の発行、精神保健福祉関連統計の集計、マイナンバー

制度の情報連携のために利用する。 

記録項目 

1 氏名、2生年月日、3 住所、4電話番号、5保険種類、6被

保険者証 記号・番号、7精神障害（ICD-10）、8所得の状

況、9自立支援医療（精神通院医療）受給者証番号 

記録範囲 自立支援医療（精神通院医療）受給者 

記録情報の収集方法 本人の申告、市町村からの提供、医療機関からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 デジタル庁 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県健康福祉部障害福祉課 

（所在地）秋田県秋田市山王４－１－１ 
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訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）秋田県健康福祉部障害福祉課 

（所在地）秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 精神障害者保健福祉手帳に関する事務 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

子ども・女性・障害者相談センター（精神保健福祉部） 

保健所、障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

精神障害者保健福祉手帳の情報管理及び交付、精神保健福

祉関連統計の集計、マイナンバー制度の情報連携のために

利用する。 

記録項目 

1氏名、2生年月日、3住所、4電話番号、5障害基礎年金・そ

の他年金 等級、6精神障害（ICD-10）、7手帳番号、8手帳

等級 

 

記録範囲 精神障害者保健福祉手帳交付者 

記録情報の収集方法 本人の申告、年金事業者からの提供、医療機関からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県健康福祉部障害福祉課 

（所在地）秋田県秋田市山王４丁目１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）秋田県健康福祉部障害福祉課 

（所在地）秋田県秋田市山王４丁目１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 療育手帳交付者台帳ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

秋田県子ども・女性・障害者相談センター（福祉相談・連携

推進部） 

個人情報ファイルの利用目的 
療育手帳交付情報の管理及び発行、障害福祉関連統計の集

計、マイナンバー制度の情報連携のために利用する 

記録項目 

1氏名、2性別、3生年月日、4管轄市町村、5住所、6個人番号、

7電話番号、8施設名、9管轄相談所、10手帳番号、11手帳交

付日、12判定日、13判定機関、14判定形式、15再判定区分、

16次期判定年月、17障害の程度、18旅客鉄道株式会社旅客

運賃減額の区分、19IQ又はDQ、20身体障害者手帳番号、21身

体障害者手帳の種別及び等級、22障害の部位、23障害の内

容、24精神障害者保健福祉手帳番号、25精神障害者保健福

祉手帳の等級、26保護者氏名、27保護者生年月日、28続柄、

29保護者住所、30保護者電話番号 

記録範囲 
療育手帳の交付を受けた者及びその保護者、療育手帳交付

申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 申請者による申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県子ども・女性・障害者相談センター 

（所在地）秋田県秋田市手形住吉町３－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ■有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）秋田県子ども・女性・障害者相談センター 

（所在地）〒010-0864 秋田県秋田市手形住吉町３－６ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 障害者等用駐車区画利用者台帳ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
障害者等用駐車区画利用証の交付及び再交付のほか障害福

祉関連統計の集計のために利用する 

記録項目 

 

１受付日、２本人住所、３本人氏名、４性別、５生年月日、

６（代理人による申請の場合）代理人住所、７（代理人によ

る申請の場合）代理人氏名、８（代理人による申請の場合）

代理人電話番号、９「車いす使用者用」または「車いす使用

者以外用」の区分、１０障害等の区分、１１障害等の状況、

１２利用証の有効期限、１３送付日、１４交付番号 

記録範囲 障害者等用駐車区画利用証を申請した者 

記録情報の収集方法 申請者による申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県健康福祉部障害福祉課 

（所在地）秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）秋田県健康福祉部障害福祉課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 調理師名簿 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部健康づくり推進課 各地域振興局福祉環境部 

個人情報ファイルの利用目的 調理師免許取得者を登録し、免許証の作成、交付を行う。 

記録項目 

１．免許登録番号、２．登録年月日 ３．本籍地 ４．現住

所 ５．氏名 ６．性別 ７．生年月日 ８．取得資格  

 

記録範囲 調理師免許取得者 

記録情報の収集方法 本人から提出された調理師免許申請書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県健康福祉部健康づくり推進課 

（所在地）〒010-8570秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

名簿の訂正（調理師法施行令第１１条）登録の抹消（調理師

法施行令第１２条） 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 
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行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考  
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 栄養士名簿 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部健康づくり推進課 各地域振興局福祉環境部 

個人情報ファイルの利用目的 栄養士免許取得者を登録し、免許証の作成、交付を行う。 

記録項目 

１．免許登録番号、２．登録年月日 ３．本籍地 ４．現住

所 ５．氏名 ６．性別 ７．生年月日 ８．取得資格 ９．

資格取得年月日 １０.免許取得卒業学校名 

 

記録範囲 栄養士免許取得者 

記録情報の収集方法 本人から提出された栄養士免許申請書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県健康福祉部健康づくり推進課 

（所在地）〒010-8570秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

名簿の訂正（栄養士法施行令第３条）登録の抹消（栄養士法

施行令第４条） 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 
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行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考  
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 修了者名簿 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部健康づくり推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
緩和ケア研修会に係る修了証書発行事務のために利用す

る。 

記録項目 １氏名、２職業・職歴、３所属 

記録範囲 緩和ケア研修会を修了した者 

記録情報の収集方法 実施医療機関からの報告書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 
秋田県がん診療連携協議会（非公表希望者については、提

供をしていない。） 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県健康福祉部健康づくり推進課 

（所在地）〒010-8570秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考  
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 秋田県がん患者医療用補正具助成事業台帳 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部健康づくり推進課 

個人情報ファイルの利用目的 申請者への重複助成を避けるための確認に利用する。 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５購入した医療用

補正具の種類・購入日・購入金額、６助成額、７がんの種類

（平成２９年度から令和元年度まで） 

記録範囲 申請者（令和２年度以降は市町村への申請者） 

記録情報の収集方法 本人の申請又は市町村からの報告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県健康福祉部健康づくり推進課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考  
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 特定不妊治療費助成システム 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部保健・疾病対策課 

個人情報ファイルの利用目的 
特定の不妊治療（体外受精及び顕微授精）・先進医療等を受

けた夫婦を対象に、治療費の一部を助成する。 

記録項目 

１氏名、２生年月日及び年齢、３住所、４電話番号、５助成

額、６医療機関名、７主治医、８助成決定年月日、９妊娠の

有無、１０加入医療保険、１１助成を受けた年度及び回数、

１２助成金振込先、１３治療方法、１４治療期間 

 

記録範囲 助成申請者 

記録情報の収集方法 本人の申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県健康福祉部保健・疾病対策課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）秋田県健康福祉部保健・疾病対策課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 指定難病等情報管理システム 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部保健・疾病対策課 

個人情報ファイルの利用目的 
特定医療費（指定難病）の支給に係る事務のために利用す

る。 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５年齢、６連絡先電

話番号、７疾患名、８疾患の重症判定、９加入医療保険、１

０同じ医療保険の世帯員、１１受診を希望する難病指定医

療機関名、１２階層（所得）区分、１３、自己負担上限月額、

１４支給認定有効期間、１５支給認定判定、１６申請日、１

７受給者証発行日 

記録範囲 特定医療費（指定難病）の支給認定対象者 

記録情報の収集方法 本人又は家族等による申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 各医療保険者、各市町村 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県健康福祉部保健・疾病対策課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名称） 秋田県健康福祉部保健・疾病対策課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

― 

備   考 ― 
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式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 秋田県風しん抗体検査事業実績ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部保健・疾病対策課 

個人情報ファイルの利用目的 風しん抗体検査の費用助成に係る事務のために利用する。 

記録項目 

１氏名、２住所（市町村）、３性別、４生年月日、５年齢、

６検査対象区分、７対象者の配偶者の風しん抗体価、８検

査医療機関名、９検査医療機関所在地（市町村）、１０検査

日、１１結果通知日、１２検査方法、１３検査結果、１４抗

体の有無、１５検査後の予防接種実施状況、１６予防接種

未実施の理由 

記録範囲 
秋田県風しん抗体検査事業による風しん抗体検査の費用助

成を受けた者 

記録情報の収集方法 検査を実施した医療機関からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県健康福祉部保健・疾病対策課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名称） 秋田県健康福祉部保健・疾病対策課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

― 

備   考 ― 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 感染症サーベイランスシステム 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部保健・疾病対策課 

個人情報ファイルの利用目的 感染症のまん延防止のために使用する。 

記録項目 

１診断の類型、２氏名、３性別、４生年月日、５年齢、６職

業、７住所、８所在地、９保護者氏名（本人が未成年の場

合）、１０保護者住所、１１症状、１２診断方法、１３初診

年月日、１４診断年月日、１５感染したと推定される年月

日、１６発病年月日、１７死亡年月日（死亡後に診断された

場合）、１８感染原因・感染経路・感染地域、１９その他感

染症のまん延の防止及び当該者の医療のために医師が必要

と認める事項 

記録範囲 

一から四類感染症、五類感染症のうち侵襲性髄膜炎菌感染

症、風しん、麻しんの診断がされ、医師から保健所に屆出が

された者 

記録情報の収集方法 医師からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 国立健康危機管理研究機構 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県健康福祉部保健・疾病対策課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 
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訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名称） 秋田県健康福祉部保健・疾病対策課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

― 

備   考 ― 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新型コロナ新規感染者数公表資料 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉政策課感染症特別対策室 

個人情報ファイルの利用目的 新型コロナウイルス新規感染者数の公表資料作成 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢、４住所又は居所、５電話番号、６

学校名又は職業等、７重症度、８関係性又は関連情報、９病

歴（基礎疾患等） 

記録範囲 令和２年３月６日から令和５年５年８日までの新規感染者 

記録情報の収集方法 医療機関からの発生届、HER-SYS、保健所調査 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県健康福祉部福祉政策課感染症特別対策室 

（所在地）〒010-0951 秋田県秋田市山王四丁目１番２号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

秋田県健康福祉部福祉政策課感染症特別対策室 

〒010-0951 秋田県秋田市山王四丁目１番２号 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考  
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新型コロナ新規感染者と県例番号のデータベース 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉政策課感染症特別対策室 

個人情報ファイルの利用目的 新型コロナウイルス新規感染者の番号付与 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢、４住所又は居所、５電話番号、６

学校名又は職業等、７重症度、８関係性又は関連情報、９病

歴（基礎疾患等） 

記録範囲 令和２年３月６日から令和５年５年８日までの新規感染者 

記録情報の収集方法 医療機関からの発生届、HER-SYS、保健所調査 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県健康福祉部福祉政策課感染症特別対策室 

（所在地）〒010-0951 秋田県秋田市山王四丁目１番２号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

秋田県健康福祉部福祉政策課感染症特別対策室 

〒010-0951 秋田県秋田市山王四丁目１番２号 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新型コロナ感染者一覧ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部福祉政策課感染症特別対策室 

個人情報ファイルの利用目的 
新型コロナウイルス感染者の療養状況を一覧で管理するた

めに利用する 

記録項目 

１氏名、２県例番号、３国籍、４年代、５性別、６職業、 

７結果判明日、８療養施設名等、９勤務先または学校名、 

１０濃厚接触者との関係性又はクラスター等関連情報 

記録範囲 令和2年3月6日から令和5年5年8日までの感染者 

記録情報の収集方法 
医療機関からの発生届、HER-SYS、保健所や医療機関など他

の実施機関による調査 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県健康福祉部福祉政策課感染症特別対策室 

（所在地）〒010-0951 秋田県秋田市山王四丁目１番２号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

秋田県健康福祉部福祉政策課感染症特別対策室 

〒010-0951 秋田県秋田市山王四丁目１番２号 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考  
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 肝炎医療費助成システム 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部保健・疾病対策課 

個人情報ファイルの利用目的 肝炎治療医療費の助成に係る事務のために利用する。 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５年齢、６連絡先電

話番号、７疾患名、８加入医療保険、９受診を希望する医療

機関名、１０階層（所得）区分、１１、自己負担上限月額、

１２認定有効期間、１３世帯の市町村民税額、１４申請日、

１５受給者証発行日 

記録範囲 肝炎治療医療費の助成対象者 

記録情報の収集方法 本人又は家族等による申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 各医療保険者、デジタル庁 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県健康福祉部保健・疾病対策課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 



109 

 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名称） 秋田県健康福祉部保健・疾病対策課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

― 

備   考 ― 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 秋田県立衛生看護学院入学試験事務 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

衛生看護学院 

個人情報ファイルの利用目的 入学試験を実施するため。 

記録項目 
１氏名、２住所、３年齢、４生年月日、５電話番号、６性別、

７識別番号、８職歴、９学歴、10成績・評価、11資格 

記録範囲 入学試験受験者 

記録情報の収集方法 本人の申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名称） 秋田県立衛生看護学院 

（所在地）〒013-0037 秋田県横手市前郷二番町 10-2 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名称） 秋田県立衛生看護学院 

（所在地）〒013-0037 秋田県横手市前郷二番町 10-2 
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行政機関等匿名加工情報の概
要 

 － 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

 － 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 － 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 － 

備   考  － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 秋田県立衛生看護学院在学生情報管理ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

衛生看護学院 

個人情報ファイルの利用目的 在学生の学籍管理や健康管理のために利用する。 

記録項目 

１氏名、２住所、３年齢、４生年月日、５電話番号、６性別、

７学籍番号、８職歴、９学歴、10成績・評価、11資格、12本

籍、13病歴、14障害の程度、15健康診断の結果、16家族状況 

記録範囲 在学生 

記録情報の収集方法 本人の申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名称） 秋田県立衛生看護学院 

（所在地）〒013-0037 秋田県横手市前郷二番町 10-2 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名称） 秋田県立衛生看護学院 

（所在地）〒013-0037 秋田県横手市前郷二番町 10-2 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

 － 
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作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

 － 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 － 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 － 

備   考  － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 秋田県立衛生看護学院卒業生情報管理ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

衛生看護学院 

個人情報ファイルの利用目的 卒業生の学籍管理のために利用する。 

記録項目 

１氏名、２住所、３年齢、４生年月日、５電話番号、６性別、

７学籍番号、８職歴、９学歴、10成績・評価、11資格、12本

籍、13家族状況、14所属団体 

記録範囲 卒業生 

記録情報の収集方法 本人の申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名称） 秋田県立衛生看護学院 

（所在地）〒013-0037 秋田県横手市前郷二番町 10-2 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名称） 秋田県立衛生看護学院 

（所在地）〒013-0037 秋田県横手市前郷二番町 10-2 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

 － 
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作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

 － 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 － 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 － 

備   考  － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 秋田県立衛生看護学院非常勤講師情報管理ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

衛生看護学院 

個人情報ファイルの利用目的 養成所指定申請、講師依頼、謝金支払いのために利用する。 

記録項目 

１氏名、２住所、３年齢、４生年月日、５電話番号、６性別、

７職業・職歴、８学歴、９資格、10本籍、11所属団体、 

12銀行口座  

記録範囲 非常勤講師 

記録情報の収集方法 本人の申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名称） 秋田県立衛生看護学院 

（所在地）〒013-0037 秋田県横手市前郷二番町 10-2 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名称） 秋田県立衛生看護学院 

（所在地）〒013-0037 秋田県横手市前郷二番町 10-2 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

 － 
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作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

 － 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 － 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 － 

備   考  － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 秋田県准看護師試験ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

秋田県健康福祉部医務薬事課医療人材対策室 

個人情報ファイルの利用目的 
准看護師試験審査事務における本人の資格審査のために利

用する。 

記録項目 
１氏名、２住所、３年齢、４生年月日、５電話番号、６性別、

７学歴、８本籍、９成績・評価 

記録範囲 受験者 

記録情報の収集方法 本人の申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名称） 秋田県健康福祉部医務薬事課医療人材対策室 

（所在地）〒010－8570 秋田県秋田市山王 4-1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名称） 秋田県健康福祉部医務薬事課医療人材対策室 

（所在地）〒010－8570 秋田県秋田市山王 4-1-1 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

 － 
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作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

 － 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 － 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 － 

備   考  － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 看護師等免許申請ファイル（保健所） 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

秋田県各地域振興局福祉環境部 

個人情報ファイルの利用目的 免許の付与及び免許証の交付を受けるために利用する。 

記録項目 

１氏名、２住所、３年齢、４生年月日、５電話番号、６性別、

７本籍、８識別番号、９障害の程度、10健康診断の結果、 

11刑事事件の手続きが行われたこと、12婚姻歴、13親族関

係 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人の申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名称） 秋田県各地域振興局福祉環境部 

（所在地）秋田県各地域振興局福祉環境部 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名称） 秋田県各地域振興局福祉環境部 

（所在地）秋田県各地域振興局福祉環境部 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

 － 
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作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

 － 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 － 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 － 

備   考  － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 看護師等免許申請ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

秋田県健康福祉部医務薬事課医療人材対策室 

個人情報ファイルの利用目的 免許の付与及び免許証の交付を受けるために利用する。 

記録項目 

１氏名、２住所、３年齢、４生年月日、５電話番号、６性別、

７本籍、８識別番号、９障害の程度、10健康診断の結果、 

11刑事事件の手続きが行われたこと、12婚姻歴、13親族関

係 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人の申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名称） 秋田県健康福祉部医務薬事課医療人材対策室 

（所在地）〒010－8570 秋田県秋田市山王 4-1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名称） 秋田県健康福祉部医務薬事課医療人材対策室 

（所在地）〒010－8570 秋田県秋田市山王 4-1-1 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

 － 
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作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

 － 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 － 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 － 

備   考  － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 准看護師免許申請ファイル（保健所） 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

秋田県各地域振興局福祉環境部 

個人情報ファイルの利用目的 免許を付与するために利用する。 

記録項目 

１氏名、２住所、３年齢、４生年月日、５電話番号、６性別、

７本籍、８識別番号、９病歴、10障害の程度、11健康診断の

結果、12婚姻歴、13親族関係、14賞罰 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人の申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名称） 秋田県各地域振興局福祉環境部 

（所在地）秋田県各地域振興局福祉環境部 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名称） 秋田県各地域振興局福祉環境部 

（所在地）秋田県各地域振興局福祉環境部 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

 － 
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作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

 － 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 － 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 － 

備   考  － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 准看護師免許申請ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

秋田県健康福祉部医務薬事課医療人材対策室 

個人情報ファイルの利用目的 免許を付与するために利用する。 

記録項目 

１氏名、２住所、３年齢、４生年月日、５電話番号、６性別、

７本籍、８識別番号、９病歴、10障害の程度、11健康診断の

結果、12婚姻歴、13親族関係、14賞罰 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人の申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名称） 秋田県健康福祉部医務薬事課医療人材対策室 

（所在地）〒010－8570 秋田県秋田市山王 4-1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名称） 秋田県健康福祉部医務薬事課医療人材対策室 

（所在地）〒010－8570 秋田県秋田市山王 4-1-1 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

 － 
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作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

 － 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 － 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 － 

備   考  － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 秋田県立衛生看護学院看護職員研修ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

秋田県立衛生看護学院 

個人情報ファイルの利用目的 研修開催に係る講師依頼や講師謝金の支払いに利用する。 

記録項目 

１氏名、２住所、３年齢、４生年月日、５電話番号、６性別、

７職業・職歴、８学歴、９資格、10賞罰、11所属団体、 

12銀行口座 

記録範囲 講師 

記録情報の収集方法 本人の申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名称） 秋田県立衛生看護学院 

（所在地）〒013－0037 秋田県横手市前郷二番町 10-2 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名称） 秋田県立衛生看護学院 

（所在地）〒013-0037 秋田県横手市前郷二番町 10-2 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

 － 
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作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

 － 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 － 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 － 

備   考  － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 宗教法人台帳 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

生活環境部県民生活課 

個人情報ファイルの利用目的 宗教法人事務における法人情報の管理のために利用する。 

記録項目 
1氏名、2生年月日、3所属する宗教法人、4代表就任年月日、

5電話番号、6住所 

記録範囲 宗教法人の代表役員 

記録情報の収集方法 所属する宗教法人からの申請又は届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県生活環境部県民生活課 

（所在地）〒010－8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 
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訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

秋田県生活環境部県民生活課 

〒010－8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

 － 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

 － 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 － 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 － 

備   考  － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 家電の省エネ促進生活支援事業交付台帳 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

生活環境部温暖化対策課 

個人情報ファイルの利用目的 
家電の省エネ促進生活支援事業交付事務に係る個人情報の

管理のために利用する。 

記録項目 1氏名、2生年月日、3住所、4電話番号、5メールアドレス 

記録範囲 交付申請者 

記録情報の収集方法 交付申請者からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県生活環境部温暖化対策課 

（所在地）〒010－8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）秋田県生活環境部温暖化対策課 

（所在地）〒010－8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考  
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 産業廃棄物処理業者情報 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

生活環境部環境整備課 

個人情報ファイルの利用目的 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物処

理業許可の審査や、当該許可業者に対する指導を行うため

に利用する。 

記録項目 

1固有番号、2許可番号、3許可年月日、4許可期限、5申請者

名称・氏名、6申請者住所、7申請者電話番号、8取扱品目、

9役員等氏名・名称、10車両番号、11処理施設の許可番号、

12処理施設所在地、13処理施設種類 

記録範囲 
産業廃棄物処理業許可申請者、その役員、株主、政令使用人

等 

記録情報の収集方法 

法人及び個人事業者から提出された産業廃棄物処理業許可

申請書、変更等届出書及び秋田県警察本部・地方検察庁・市

町村からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 

環境省、全国自治体及び排出者 

（県産業廃棄物処理業者検索システム等により、許可業者

の主たる情報を常に公開） 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県生活環境部環境整備課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王4－1－1 
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訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）秋田県生活環境部環境整備課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王4－1－1 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 秋田県環境保全センター許可申請者ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

生活環境部環境整備課 

個人情報ファイルの利用目的 
秋田県環境保全センターの使用許可に係る事務のために利

用する。 

記録項目 
１許可番号、２許可年月日、３申請者住所、４申請者氏名、

５申請者電話番号、６搬入車輌番号 

記録範囲 
秋田県環境保全センター管理規則第５条の規定に基づき、

許可申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人の許可申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県生活環境部環境整備課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）秋田県生活環境部環境整備課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考  
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 PCB掘り起こし調査対象者ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

生活環境部環境整備課 

個人情報ファイルの利用目的 
PCB掘り起こし調査における調査票の送付、回答内容の確認

等のために利用する。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４建物用途 

記録範囲 PCB掘り起こし調査の対象者 

記録情報の収集方法 
建物登記簿リスト、PCB特措法届出、環境省リストからの提

供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県生活環境部環境整備課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）秋田県生活環境部環境整備課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考  
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 クリーニング師免許交付台帳 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

生活環境部生活衛生課 

個人情報ファイルの利用目的 クリーニング師の免許に関する事項を登録する。 

記録項目 

１．登録番号 ２．免許交付年月日 ３．本籍 ４．現住所 

５．氏名 ６．生年月日 ７．試験合格年月日 ８．免許書

換及び再交付年月日 ９．業務停止及び免許取消年月日 

１０．登録抹消年月日 

 

記録範囲 クリーニング師免許取得者 

記録情報の収集方法 本人から提出されたクリーニング師免許申請書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県生活環境部生活衛生課 

（所在地）〒010-8570秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

名簿の訂正（クリーニング業法施行規則第８条） 

登録の抹消（クリーニング業法施行規則第１０条） 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）秋田県生活環境部生活衛生課 

（所在地）〒010-8570秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称  狩猟者台帳ファイル 

行政機関等の名称  秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

生活環境部 自然保護課 

個人情報ファイルの利用目的 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に

基づき、狩猟者台帳（狩猟免許保有状況、狩猟者登録情報）

により管理するために利用する。 

記録項目 

１狩猟者ＩＤ、２氏名、３生年月日、４性別、５所属団体、

６住所、７電話番号、８保有狩猟免許、９行政処分、10狩猟

者登録状況 

記録範囲 狩猟免許保有者（返納含む）、狩猟者登録者 

記録情報の収集方法 本人の申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県生活環境部自然保護課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）秋田県生活環境部自然保護課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

 － 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

 － 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 － 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 － 

備   考  － 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称  担い手農家経営調査ファイル 

行政機関等の名称  秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に

供される事務をつかさどる

組織の名称 

農林水産部農林政策課 

個人情報ファイルの利用目

的 

 担い手農家の明確化と施策・事業の企画・立案を行うため

に必要な基礎資料として利用する。 

記録項目 
 １氏名、２住所、３生年月日、４認定農業者認定状況、５

従事者数、６経営面積 

記録範囲 
 農業によって自立しようとする意欲と能力、経営規模、機

械・施設等を有し、担い手として市町村が認める農業経営体 

記録情報の収集方法  担い手農家経営調査 

要配慮個人情報が含まれる

ときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織

の名称及び所在地（名称） 

（名称） 秋田県農林水産部農林政策課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する

他の法律又はこれに基づく

命令の規定による特別の手

続等 

 － 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第 2 項第 1 号 

  （電算処理ファイル） 
□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当する 

ファイル 

    □有  ☑無 

行政機関等匿名加工情報の

提案の募集をする個人情報

ファイルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の

提案を受ける組織の名称及

び所在地 

（名称） 秋田県農林水産部農林政策課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の

概要 
 － 

作成された行政機関等匿名

加工情報に関する提案を受

ける組織の名称及び所在地 

 － 

作成された行政機関等匿名

加工情報に関する提案をす

ることができる期間 

 － 
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記録情報に条例要配慮個人

情報が含まれているときは

その旨 

 － 

 

備考 

 

 

 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号 

個人情報ファイル簿 
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個人情報ファイルの名称 漁船登録原簿 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称 

 秋田県農林水産部水産漁港課 

個人情報ファイルの利用
目的 

 漁船登録事務に係る申請者の情報事務を取り扱

う。 

記録項目 

1登録番号、2船名、3所有者氏名又は名称、4所有者

住所、5使用者氏名又は名称、6使用者住所、7漁業種

類又は用途、8主たる根拠地、9船体の船質・総トン

数・寸法、10推進機関の種類・馬力数、11無線電波

の形式及び空中線電力、12造船所名称・所在地、13

進水年月日、14登録年月日、15漁船の建造、取得等

登録の原因 

記録範囲 
漁船法（昭和25年法律第178号）第10条第２項の規定に

より、秋田県知事に登録申請をした申請者 

記録情報の収集方法 本人の申請 

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨  含まない 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 

（名 称）秋田県農林水産部水産漁港課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等 

 － 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１

号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 
政令第21条第7項に該

当するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報
の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

 該当 
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行政機関等匿名加工情報
の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

（名称） 秋田県農林水産部水産漁港課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報
の概要  － 

作成された行政機関等匿
名加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び
所在地 

 － 

作成された行政機関等匿
名加工情報に関する提案
をすることができる期間 

 － 

記録情報に条例要配慮個
人情報が含まれていると
きはその旨 

 － 

備   考  － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 森林簿・森林計画図ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称 

農林水産部森林資源造成課 

個人情報ファイルの利用
目的 

地域森林計画の樹立・変更に必要な森林資源把握の

ための基礎資料及び森林経営計画作成を支援する

ための資料として、林野庁や市町村、林業事業体等

に提供・公開する。 

記録項目 

1 計画区、2 事務所、3 郡、4 市町村、5 林班、6 

本番、7 枝番、8 森林異動、9 図面番号、10 メッシ

ュ番号、11 所在地大字、12 所在地字、13 地番親

番、14 地番枝番、15 所有者コード、16 所有者同姓

同名、17 所有者氏名、18 所有者在不在、19 所有形

態森林、20 所有形態土地、21 全体面積、22 樹種

1、23 林種1、24 植林年1、25 林齢1、26 齢級1、27 

歩合1、28 面積1、29 材積1、30 成長量1、31 施業

方法1、32 層区分1、33 樹高1、34 樹種2、35 林種

2、36 植林年2、37 林齢2、38 齢級2、39 歩合2、40 

面積2、41 材積2、42 成長量2、43 施業方法2、44 

層区分2、45 樹高2、46 地位級、47 地利級、48 立

地級、49 疎密度、50 伐採方法、51 公益的機能別森

林水源涵養、52 公益的機能別森林山地災害防止、53 

公益的機能別森林快適環境、54 公益的機能別森林

保健文化、55 公益的機能別森林木材生産、56 公益

的機能別森林その他、57 施業方法_伐期変更１、58 

施業方法_伐期変更２、59 更新困難_植栽森林、60 

特定広葉樹育成林施業森林、61 伐採規模面積、62 

長伐期施業延短、63 搬出等特定森林、64 施業特定

林分特定保安林、65 改良森林、66 制普、67 制限林

保安林1、68 制限林保安林2、69 制限林公園、70 制

限林その他1、71 制限林その他2、72 制限林その他

3、73 普通林都市計画、74 普通林農業、75 普通林

公園、76 普通林自然環境、77 普通林鳥獣保護、78 

普通林地すべり、79 普通林その他1、80 普通林その

他2、81 木材生産、82 水源かん養、83 山地災害防

止、84 保健保全、85 生活環境保全、86 道路種別、
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87 道路距離、88 経営計画属人区分、89 経営計画

属人年度、90 経営計画属人番号、91 経営計画属地

区分、92 経営計画属地年度、93 経営計画属地番号、

94 間伐年度、95 要間伐森林、96 調査分類、97 代

表地番、98 標高、99 傾斜、100 土壌型、101 作成

区分、102 分収林、103 更新年月日、104 更新方法、

105 保健機能、106 林地開発、107 伐採年度、108 

メモ欄、109 松くい虫対策対象森林、110 水源森林

地域指定、111 水源森林地域指定年度、112 所有者

異動履歴、113 土地売買等届出書提出年度、114 土

地売買等届出書整理簿整理番号、115 施業方法_伐

採方法等、116 計画種、117 鳥獣害防止森林区域、

118 経営管理権等、119 森林環境譲与税 

記録範囲 森林を現に所有していると思われる所有者 

記録情報の収集方法 
各種届出情報、補助事業等実績、所有者等への聴き

取り 

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 

林野庁、秋田県内各市町村、秋田県内各森林組合、

秋田県内各林業事業体、応用地質株式会社、秋田県

森林情報システム利用者、秋田県森林情報公開サー

ビス閲覧者等（ただし、森林所有者の氏名等のそれ

だけで特定の個人を識別できる情報については、申

請に基づく提供に限る。） 

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 

（名 称）秋田県農林水産部森林資源造成課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王4－1－1 

（名 称）鹿角地域振興局農林部森づくり推進課 

（所在地）〒018-5201 鹿角市花輪字六月田1 

（名 称）北秋田地域振興局農林部森づくり推進課 

（所在地）〒018-3393 北秋田市鷹巣字東中岱76-1 

（名 称）山本地域振興局農林部森づくり推進課 

（所在地）〒016-0815 能代市御指南町1-10 
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（名 称）秋田地域振興局農林部森づくり推進課 

（所在地）〒010-0951 秋田市山王4-1-2 

（名 称）由利地域振興局農林部森づくり推進課 

（所在地）〒015-8515 由利本荘市水林366 

（名 称）仙北地域振興局農林部森づくり推進課 

（所在地）〒014-0062 大仙市大曲上栄町13-62 

（名 称）平鹿地域振興局農林部森づくり推進課 

（所在地）〒013-8502 横手市旭川1-3-41 

（名 称）雄勝地域振興局農林部森づくり推進課 

（所在地）〒012-0857 湯沢市千石町2-1-10 

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１

号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 
政令第21条第7項に該

当するファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報
の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報
の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

（名 称）秋田県農林水産部森林資源造成課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王4－1－1 

行政機関等匿名加工情報
の概要 － 

作成された行政機関等匿
名加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び
所在地 

－ 
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作成された行政機関等匿
名加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個
人情報が含まれていると
きはその旨 

 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 秋田県庁産業労働部だより送信先メールアドレスファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

産業労働部産業政策課 

個人情報ファイルの利用目的 秋田県庁産業労働部だよりを発信するために利用する。 

記録項目 １氏名、２メールアドレス 

記録範囲 秋田県庁産業労働部だよりの送付を希望した者 

記録情報の収集方法 本人の申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県産業労働部産業政策課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名称） 秋田県産業労働部産業政策課         

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 電気工事二法関係業務管理者ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

産業労働部地域産業振興課、総務企画部地域企画課（鹿角

地域振興局、北秋田地域振興局、山本地域振興局、秋田地域

振興局、由利地域振興局、仙北地域振興局、平鹿地域振興

局、雄勝地域振興局） 

個人情報ファイルの利用目的 
登録されている電気工事業者及び電気工事士の情報を照会

するために利用する。 

記録項目 

1登録番号、2登録年月日、3年月日、4有効期間、5氏名・名

称、6住所、7電話番号、8代表者肩書、9代表者名、10役員氏

名、11営業所名所、12営業所所在地、13取扱電気工事の種

類、14所持免状の種類、15交付番号、16交付年月日、17再交

付年月日、18交付台帳記載年月日、19建設業許可の番号、20

建設業許可年月日、21電気工事業の開始年月日 

記録範囲 

第一種・第二種電気工事士の資格を所持している者、電気

工事業者として登録している業者、建設業許可を受けてい

る業者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 本人、経済産業省関東東北産業保安監督部 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県産業労働部地域産業振興課 

（所在地）〒010-8572 秋田県秋田市山王3-1-1 
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訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

― 

備   考  
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 火薬類取扱・製造保安責任者免状ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

産業労働部クリーンエネルギー産業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 
火薬類取扱保安責任者及び火薬類製造保安責任者免状交付

に関する事務のために利用する。 

記録項目 

１免状種別、２免状番号、３免状交付年月日、４住所、５氏

名、６生年月日、７免状書換・再交付年月日、８備考（所属

団体名） 

記録範囲 
（公社）全国火薬類保安協会が実施する試験に合格した後、

免状交付申請し交付を受けた者 

記録情報の収集方法 本人の申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県産業労働部クリーンエネルギー産業振興

課 

（所在地）〒010-8572 秋田県秋田市山王３－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名称）秋田県産業労働部クリーンエネルギー産業振興課 

（所在地）〒010-8572 秋田県秋田市山王３－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 職業訓練指導員免許管理ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

産業労働部雇用労働政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
職業訓練指導員免許取得者を登録し、免許証の作成、交付、

再交付を行う。 

記録項目 
１氏名、２住所、３生年月日、４本籍、５免許職種、６免許

証番号、７交付年月日、８再交付年月日 

記録範囲 職業訓練指導員免許取得者 

記録情報の収集方法 
本人から提出された職業訓練指導員免許申請書、再交付申

請書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県産業労働部雇用労働政策課 

（所在地）〒010-8572 秋田市山王三丁目１番１号 
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訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）秋田県産業労働部雇用労働政策課 

（所在地）〒010-8572 秋田市山王三丁目１番１号 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 秋田県建設業許可業者一覧ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

建設部建設政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
秋田県内に営業所を設け、建設業を営もうとする者の許

可に係る事務のために利用する。 

記録項目 １氏名（代表者） 

記録範囲 
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定によ

り、許可申請をした事業者 

記録情報の収集方法 本人の申請等 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県建設部建設政策課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）秋田県建設部建設政策課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王４－１－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

 － 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

 － 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 － 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 － 

備   考  － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 あきた河川メール 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

建設部河川砂防課 

個人情報ファイルの利用目的 
河川水位や雨量情報をメールで配信するサービスにおけ

る、登録者のメールアドレスの管理 

記録項目 
メールアドレスのみ 

（管理サーバーに保存されており、システム検索が可能） 

記録範囲 配信サービスの登録者（令和５年３月１日以降） 

記録情報の収集方法 本人の申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

なし 

記録情報の経常的提供先 
あきた河川（かわ）メール配信サービス委託業者 

（Ｒ７は「バイザー株式会社」） 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県建設部河川砂防課 

（所在地）〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考  
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 スタッフカード発行管理台帳 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

秋田港湾事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
SOLAS区域内に常時立入する必要がある者への許可証（スタ

ッフカード）発行に係る事務のために利用する 

記録項目 

１ 氏名 

２ 生年月日 

３ 勤務先 

４ 電話番号（勤務先） 

５ 発行日 

記録範囲 
ＳＯＬＡＳ内に立入する許可を得て、スタッフカードの発

行を受けた者 

記録情報の収集方法 本人等の申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）秋田県 秋田港湾事務所 

（所在地）〒011-0945 秋田県秋田市土崎港西１－７－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第 2 項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 
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行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名称） 秋田県 秋田港湾事務所 

（所在地）〒011-0945 秋田県秋田市土崎港西１－７－１ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 県営住宅入居者管理・収入調査事務ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

建設部建築住宅課 公共住宅チーム 

個人情報ファイルの利用目的 県営住宅の入居資格の要件を確認するために利用する。 

記録項目 

1氏名、2住所、3年齢・生年月日、4電話番号、5性別、 

6本籍・国籍、7障害の程度、8家族状況、9職業・職歴、 

10学歴・学業、11収入 

記録範囲 入居者、同居家族、連帯保証人 

記録情報の収集方法 
本人からの申告、 

他の実施機関や国・他の地方公共団体からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称） 

１．秋田県建設部建築住宅課 

２．北秋田地域振興局建設部建築課 

３．山本地域振興局建設部建築課 

４．秋田地域振興局建設部建築課 

５．由利地域振興局建設部建築課 

６．仙北地域振興局建設部建築課 

７．平鹿地域振興局建設部建築課 

８．雄勝地域振興局建設部建築課 
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（所在地） 

１．〒010-8570 秋田県秋田市山王4-1-1 

２．〒018-3393 秋田県北秋田市鷹巣東中岱７６－１ 

３．〒016-0815 秋田県能代市御指南町１−１０ 

４．〒010-0951 秋田県秋田市山王４－１－２ 

５．〒015-0885 秋田県由利本荘市水林３６６ 

６．〒014-0062 秋田県大仙市大曲上栄町１３−６２ 

７．〒013-0033 秋田県横手市旭川１丁目３−４１ 

８．〒012-0857 秋田県湯沢市千石町２丁目１−１０ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

秋田県建設部建築住宅課  

〒010-8570 秋田県秋田市山王4-1-1 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 家賃・敷金事務ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

建設部建築住宅課 公共住宅チーム 

個人情報ファイルの利用目的 県営住宅の入居者の家賃・敷金の収納管理に利用する。 

記録項目 1氏名、2住所、3電話番号、4収入 

記録範囲 入居者 

記録情報の収集方法 本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称） 

１．秋田県建設部建築住宅課 

２．北秋田地域振興局建設部建築課 

３．山本地域振興局建設部建築課 

４．秋田地域振興局建設部建築課 

５．由利地域振興局建設部建築課 

６．仙北地域振興局建設部建築課 

７．平鹿地域振興局建設部建築課 

８．雄勝地域振興局建設部建築課 
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（所在地） 

１．〒010-8570 秋田県秋田市山王4-1-1 

２．〒018-3393 秋田県北秋田市鷹巣東中岱７６－１ 

３．〒016-0815 秋田県能代市御指南町１−１０ 

４．〒010-0951 秋田県秋田市山王４－１－２ 

５．〒015-0885 秋田県由利本荘市水林３６６ 

６．〒014-0062 秋田県大仙市大曲上栄町１３−６２ 

７．〒013-0033 秋田県横手市旭川１丁目３−４１ 

８．〒012-0857 秋田県湯沢市千石町２丁目１−１０ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

秋田県建設部建築住宅課  

〒010-8570 秋田県秋田市山王4-1-1 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 

 



168 

 

様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 建築物等の確認及び検査ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

建設部建築住宅課建築指導チーム 

個人情報ファイルの利用目的 建築物等の確認及び検査 

記録項目 1氏名、2識別番号、3住所、4電話番号 

記録範囲 確認申請者、完了検査申請者 

記録情報の収集方法 本人の申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称） 

１．鹿角地域振興局建設部建築課 

２．北秋田地域振興局建設部建築課 

３．山本地域振興局建設部建築課 

４．秋田地域振興局建設部建築課 

５．由利地域振興局建設部建築課 

６．仙北地域振興局建設部建築課 

７．雄勝地域振興局建設部建築課 
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（所在地） 

１．〒018-5201 秋田県鹿角市花輪六月田１ 

２．〒018-3393 秋田県北秋田市鷹巣東中岱７６－１ 

３．〒016-0815 秋田県能代市御指南町１－１０ 

４．〒010-0951 秋田県秋田市山王４－１－２ 

５．〒015-0885 秋田県由利本荘市水林３６６ 

６．〒014-0062 秋田県大仙市大曲上栄町１３－６２ 

７．〒012-0857 秋田県湯沢市千石町２丁目１－１０ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 特殊建築物等定期報告ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

建設部建築住宅課建築指導チーム 

個人情報ファイルの利用目的 特殊建築物等の定期報告 

記録項目 1氏名、2識別番号、3住所、4電話番号 

記録範囲 定期報告者 

記録情報の収集方法 所有者等からの報告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称） 

１．鹿角地域振興局建設部建築課 

２．北秋田地域振興局建設部建築課 

３．山本地域振興局建設部建築課 

４．秋田地域振興局建設部建築課 

５．由利地域振興局建設部建築課 

６．仙北地域振興局建設部建築課 

７．雄勝地域振興局建設部建築課 
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（所在地） 

１．〒018-5201 秋田県鹿角市花輪六月田１ 

２．〒018-3393 秋田県北秋田市鷹巣東中岱７６－１ 

３．〒016-0815 秋田県能代市御指南町１－１０ 

４．〒010-0951 秋田県秋田市山王４－１－２ 

５．〒015-0885 秋田県由利本荘市水林３６６ 

６．〒014-0062 秋田県大仙市大曲上栄町１３－６２ 

７．〒012-0857 秋田県湯沢市千石町２丁目１－１０ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 － 
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 宅地建物取引業者ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

建設部建築住宅課建築指導チーム 

個人情報ファイルの利用目的 宅地建物取引業者免許事務 

記録項目 
1氏名、2識別番号、3住所、4年齢・生年月日、5電話番号、

6性別 

記録範囲 宅地建物取引業者免許申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 
本人からの申請、本籍地市町村役場への照会、県警本部へ

の照会 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称） 

１．鹿角地域振興局建設部建築課 

２．北秋田地域振興局建設部建築課 

３．山本地域振興局建設部建築課 

４．秋田地域振興局建設部建築課 

５．由利地域振興局建設部建築課 

６．仙北地域振興局建設部建築課 

７．平鹿地域振興局建設部建築課 

８．雄勝地域振興局建設部建築課 
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（所在地） 

１．〒018-5201 秋田県鹿角市花輪六月田１ 

２．〒018-3393 秋田県北秋田市鷹巣東中岱７６－１ 

３．〒016-0815 秋田県能代市御指南町１－１０ 

４．〒010-0951 秋田県秋田市山王４－１－２ 

５．〒015-0885 秋田県由利本荘市水林３６６ 

６．〒014-0062 秋田県大仙市大曲上栄町１３－６２ 

７．〒013-0033 秋田県横手市旭川１丁目３－４１ 

８．〒012-0857 秋田県湯沢市千石町２丁目１－１０ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考  
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式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 宅地建物取引士ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

建設部建築住宅課建築指導チーム 

個人情報ファイルの利用目的 宅地建物取引士資格登録 

記録項目 
1氏名、2識別番号、3住所、4年齢・生年月日、5電話番号、

6性別 

記録範囲 宅地建物取引士資格登録申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、本籍地市町村役場への照会 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称） 

１．北秋田地域振興局建設部建築課 

２．秋田地域振興局建設部建築課 

３．仙北地域振興局建設部建築課 

（所在地） 

１．〒018-3393 秋田県北秋田市鷹巣東中岱７６－１ 

２．〒010-0951 秋田県秋田市山王４－１－２ 

３．〒014-0062 秋田県大仙市大曲上栄町１３－６２ 
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訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考  
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様式第２号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 秋田県住宅リフォーム推進事業補助金交付ファイル 

行政機関等の名称 秋田県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

建設部建築住宅課調整・住宅政策チーム 

個人情報ファイルの利用目的 秋田県住宅リフォーム推進事業補助金 

記録項目 
1氏名、2住所、3電話番号、4家族状況 

 

記録範囲 秋田県住宅リフォーム推進事業補助金申請者 

記録情報の収集方法 本人の申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称） 

１．鹿角地域振興局建設部建築課 

２．北秋田地域振興局建設部建築課 

３．山本地域振興局建設部建築課 

４．秋田地域振興局建設部建築課 

５．由利地域振興局建設部建築課 

６．仙北地域振興局建設部建築課 

７．平鹿地域振興局建設部建築課 

８．雄勝地域振興局建設部建築課 
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（所在地） 

１．〒018-5201 秋田県鹿角市花輪六月田１ 

２．〒018-3393 秋田県北秋田市鷹巣東中岱７６－１ 

３．〒016-0815 秋田県能代市御指南町１−１０ 

４．〒010-0951 秋田県秋田市山王４－１－２ 

５．〒015-0885 秋田県由利本荘市水林３６６ 

６．〒014-0062 秋田県大仙市大曲上栄町１３−６２ 

７．〒013-0033 秋田県横手市旭川１丁目３−４１ 

８．〒012-0857 秋田県湯沢市千石町２丁目１−１０ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称） 

１．鹿角地域振興局建設部建築課 

２．北秋田地域振興局建設部建築課 

３．山本地域振興局建設部建築課 

４．秋田地域振興局建設部建築課 

５．由利地域振興局建設部建築課 

６．仙北地域振興局建設部建築課 

７．平鹿地域振興局建設部建築課 

８．雄勝地域振興局建設部建築課 

（所在地） 

１．〒018-5201 秋田県鹿角市花輪六月田１ 

２．〒018-3393 秋田県北秋田市鷹巣東中岱７６－１ 

３．〒016-0815 秋田県能代市御指南町１−１０ 

４．〒010-0951 秋田県秋田市山王４－１－２ 

５．〒015-0885 秋田県由利本荘市水林３６６ 

６．〒014-0062 秋田県大仙市大曲上栄町１３−６２ 

７．〒013-0033 秋田県横手市旭川１丁目３−４１ 

８．〒012-0857 秋田県湯沢市千石町２丁目１−１０ 
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行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

－ 

備   考 旧住宅リフォーム緊急支援事業における個人情報を含む 

 

 

 


